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第7章 計画の推進について 

7-1  情報基盤の整備と活用 

公共施設マネジメントシステムを使用して、施設の基本情報や光熱水費をはじめとする運営費、改修・修

繕等の工事履歴や劣化情報等の一元管理を行い庁内での情報共有を図ります。 

 

7-2  推進体制等の整備 

各施設所管課、公共施設マネジメント所管課及び財政所管課と連携し、情報共有を行いながら、全庁的

な体制で本計画のマネジメントの対応を図っていきます。また、施設の維持管理については、各施設の職

員による劣化状況調査や法定点検等の報告書により、不具合の早期発見と修繕対応を図ります。 

 

 
  



 

31 

 

7-3  フォローアップ 

本計画を着実に進めていくために、PDCA サイクルを実施していくことが重要です。 

「PLAN（計画）」では、上位・関連計画を踏まえながら本計画の策定・見直しを行います。 

「DO（実施）」では、公共施設の点検・診断や、再編方針の推進、大規模改修・建て替え工事などを実施す

るとともに、それらに関する情報整理を行います。 

「CHECK（検証）」では、公共施設マネジメントシステム等を活用して、再編方針や大規模改修・建て替え

工事の進捗状況について定期的な評価・検証を行います。 

「ACTION（改善）」では、評価検証の結果をもとに、問題点・課題を探り対策方針を検討し、必要に応じ

て「PLAN（計画）」の見直しにつなげます。 

 

 

 

7-4  市民との情報共有・協働のあり方について 

市民、利用者へのアンケートなどの意見を聞く機会、市民ワークショップなどの対話する機会を設けて、

行政と市民とが十分に情報共有を図りながら、検討を進めていきます。 

また、市民ニーズが多様化する中、行政だけでなく、市民をはじめとした民間の様々な主体が自発的に

地域の課題に取り組む、協働によるまちづくりも推進していきます。 
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参考資料 

（1）  建物調査シート 
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